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（添付資料⑬） 

「異常時、非常時の段階的対応に係る保安規定の主な条文構成について」 

第４章 加工施設の操作 

第５節 異常時の措置 

第 38 条 異常時の措置 

異 

常 

時 

異常時の措置 

第９章 非常時の措置                 

第３節 初期活動 

第 84 条 通 報 

 

第 85 条 応急措置 

       

第４節 非常時における活動 

 第 86 条 非常時体制の発令*1 

 

 第 87 条 非常時対策活動及び非常時体制の解除 

       

第５節 原子力災害対策特別措置法に基づく措置 

第 88 条 原子力災害対策特別措置法に基づく措置 

非常時の措置 

非 

常 

時 
第 10 章 火災防護活動 

第２節 初期消火活動のための体制の整備 

第 92 条 通報連絡 

 

第 93 条 消火又は延焼の防止等 

        

第３節 火災防護活動のための体制の整備 

第 94 条 火災防護活動のための体制の整備 

 

添付１ 火災防護活動及び自然災害等発生時の保全活動に 

係る体制等の整備 

第 11 章 自然災害等発生時の保全活動 

第２節 自然災害等発生時の保全活動に係る体制の整備  

第 97 条 自然災害等発生時の保全活動に係る体制の整備 

 

添付１ 火災防護活動及び自然災害等発生時の保全活動に 

係る体制等の整備 

設計想定事象*2 

第 12 章 重大事故に至るおそれがある事故・大規模損壊発生時の保全活動 

第２節 重大事故に至るおそれがある事故・大規模損壊発生時の 

保全活動を行う体制の整備 

第 100 条 重大事故に至るおそれがある事故・大規模損壊発生時の 

保全活動を行う体制の整備 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故・大規模損壊発生時の保全活動に係る 

体制等の整備 

重大事故に至るおそれがある事故・大規模損壊*2 

第 13 章 六ふっ化ウラン漏えい事故のリスクを低減させるための措置 

第３節 六ふっ化ウラン漏えい時の作業者への影響を防止するための措置 

第 104 条 六ふっ化ウランの直噴及び退避時のばく露を防止する措置 

第 105 条 六ふっ化ウラン漏えいの検知  

第 106 条 六ふっ化ウラン漏えい事故発生の周知  

第 107 条 立入制限区域の設定と立入者限定  

第 108 条 立入制限区域の入域管理  

第 109 条 立入制限区域内での単独作業禁止，防護具携行及び退避  

第 110 条 工場棟及び隣接する付属建物並びに放射線管理棟の第１種管理区域 

への立入者の把握 

第 111 条 六ふっ化ウラン漏えい時の要救助者の確認 

第 112 条 六ふっ化ウラン漏えい時の救助活動 

第４節 一般公衆への影響防止作業及び事故収束作業，並びに作業者の防護措置 

第 113 条 六ふっ化ウランの建屋内への閉じ込め措置  

第 114 条 六ふっ化ウランの UF6 シリンダ内への閉じ込め  

第 115 条 六ふっ化ウランの建屋外への漏えい監視  

第５節 六ふっ化ウラン漏えい事故に備えた体制等の整備 

第 116 条 六ふっ化ウラン漏えい時に非常時対策組織の要員を招集する措置 

*1：管理総括者は，事態が非常事態に該当すると判断した場合は，あ

らかじめ定められた要領に従い，直ちに非常時体制を発令し，非

常時対策組織である防災組織に移行させる。 

＊2：設計想定事象、大規模損壊の定義（核燃料物質の加工の事業に関

する規則 第一条（定義） 

十 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、加工施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則（平成二十五年原子力規制

委員会規則第十七号。次条第一項第一号ロ及び第五号イにおいて

「事業許可基準規則」という。）第一条第二項第三号に規定する安

全機能を有する施設又は同項第五号に規定する重大事故等対処施

設の設計において発生を想定しているものをいう。 

イ 自然現象 

ロ 加工施設を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺におけ

る加工施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であつて人為によるもの（故意によるものを除く。） 

ハ 加工施設内における火災、溢(いつ)水その他の加工施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象 

十一 「大規模損壊」とは、大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる加工施設の大規模な損壊をい

う。 

（個別要求項目） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異常時、非常時の段階的対応フロー 

 

 

設計想定事象対応フロー ： 火災 

 

 

 

設計想定事象対応フロー 

：火山活動に伴う降下火災物及び積雪（自然災害等） 

 

 

重大事故に至るおそれがある事故・大規模損壊発生時の対応フロー  

：六ふっ化ウラン漏えい事故 


